
施策評価分類表（案）  
エイズ予防指針  

○厚生労働省告示第八十九号   
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第十一条第一項の規定に基づき、後天性免疫不全症  

候群に関する特定感染症予防指針（平成十一年厚生省告示第二百十七号）の全部を次のように改正し、平成十八年四月一日から適用する。  
平成十八年三月二日  

厚生労働大臣 川崎 二郎  

（前文）   

後天性免疫不全症侯群や無症状病原体保有の状態（HIV（ヒト免疫不全ウイルス）に感染しているが、後天性免疫不全症候群を発症して  
いない状態をいう。）は、正しい知識とそれに基づく個人個人の注意深い行動により、多くの場合、予防することが可能な疾患である。ま  
た、近年の医学や医療の進歩により、感染しても早期発見及び早期治療によって長期間社会の一員として生活を営むことができるようになっ  
てきており、様々な支援体制も整備されつつある。しかしながら、我が国における発生の動向については、国及び都道府県等（都道府県、保  
健所を設置する市及び特別区をいう。以下同じ。）がHIV感染に関する情報を収集及び分析し、国民や医師等の医療関係者に対して情報を  
公表している調査（以下「エイズ発生動向調査」という。）によれば、他の多くの先進諸国とは異なり、地域的にも、また、年齢的にも依然  
として広がりを見せており、特に、二十代から三十代までの若年層が多くを占めている。また、感染経路別に見た場合、性的接触がほとんど  
を占めているが、特に、日本人男性が同性間の性的接触によって国内で感染する事例が増加している。こうした状況を踏まえ、今後とも、感  
染の予防及びまん延の防止を更に強力に進めていく必要があり、そのためには、国と地方公共団体及び地方公共団体相互の役割分担を明確に  
し、正しい知識の普及啓発及び教育並びに保健所等における検査・相談（カウンセリング）体制の充実を中心に、連携して重点的かつ計画的  
に取り組むことが最も重要であるとともに、国、地方公共団体、医療関係者、患者団体を含む非営利組織又は非政府組織（以下「NGO等」  
という。）、海外の国際機関等との連携を強化していくことが重要である。   

また、我が国の既存の施策は全般的なものであったため、特定の集団に対する感染の拡大の抑制に必ずしも結び付いてこなかった。こうし  
た現状を踏まえ、国及び都道府県等は、個別施策層（感染の可能性が疫学的に懸念されながらも、感染に関する正しい知識の入手が困難で  
あったり、偏見や差別が存在している社会的背景等から、適切な保健医療サービスを受けていないと考えられるために施策の実施において特  
別な配慮を必要とする人々をいう。以下同じ。）に対して、人権や社会的背景に最大限配慮したきめ細かく効果的な施策を追加的に実施する  
ことが重要である。個別施策層としては、現在の情報にかんがみれば、性に関する意思決定や行動選択に係る能力の形成過程にある青少年、  
言語的障壁や文化的障壁のある外国人及び性的指向の側面で配慮の必要な同性愛者が挙げられる。また、HIVは、性的接触を介して感染す  
ることから、性風俗産業の従事者及び利用者も個別施策層として対応する必要がある。なお、具体的な個別施策層については、状況の変化に  
応じて適切な見直しがなされるべきである。   

さらに、施策の実施に当たっては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「法」という。）の理念である感染症  
の予防と医療の提供を車の両輪のごとく位置付けるとともに、患者等（患者及び無症状病原体保有者（HIV感染者）をいう。以下同じ。）  
の人権を尊重し、偏見や差別を解消していくことが大切であるという考えを常に念頭に置きつつ、関係者が協力していくことが必要である。   

本指針は、このような認識の下に、後天性免疫不全症候群に応じた予防の総合的な推進を図るため、国、地方公共団体、医療関係者及びN  
GO等が連携して取り組んでいくべき課題について、正しい知識の普及啓発及び教育並びに保健所等における検査・相談体制の充実等  る
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発生の予防及びまん延の防止、患者等に対する人権を尊重した良質かつ適切な医療の提供等の観点から新たな取組の方向性を示すこ  

とする。   
なお、本指針については、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更していくものである。  
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っいては、公開等を行っていくとともに、迅速に国の施策  
に反映させることが重要である。  

また、都道府県等においても、地域の実情に応じて、凪  
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また、普及啓発は、近年の発生動向を踏まえ、対象者の  

OHIV検査普及週間の実施   

査を受診し、適切な相談及び医療機関への紹介を受けるこ  
とは、感染症の予防及びまん延の防止のみならず、感染者  
個々人の発症又は重症化を防止する観点から極めて重要で  

人個人に対して行動変容を促す機会と位置付け、利用者の  
立場に立った取組を講じていくことが重要である。   
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評 価 の 対 象  
エイズ予防指針  指針に基づく施策   

国   地方自治体   NGO等   
二性感染症対策との連携  

現状では、最大の感染経路が性的接触であること、性感  ○予防及び医療における性感  
染症の羅患とHIV感染の関係が深いこと等から、王盟及  染症対策とHIV感染対策の   
び医療の両面において、件感染症対策とHIV感染対策’  
旦運送を図ることが重要である。したがって、性感染症に  
関する特定感染症予防指針（平成十二年厚生省告示第十五   
号）に基づき行われる施策とHIV感染対策とを連携し  
て、対策を進めていくことが必要である。具体的には、性  
感染症の感染予防対策として、コンドームの適切な使用を  
含めた・成、症の予防のための正しい知識の普及啓発等が  

挙げられる。   

三その他の感染経路対策  
静注薬物の使用、輸血、母子感染、医療現場における事  ○性的接触以外の感染経路に  

故による偶発的な感染といった件的接触以外の感染経路に  ついての関係機関の連携、予   
防措置の強化   

ター（以下「ACClという∩エイズ治療隷病院  
強イすることが重要である。  

四検査・相談体制の充実  
1国及び都道府県等は、基本的な考え方を踏まえ、塩塵  ○保健所等における無料・匿  OHIV感染者等保健福祉相  ○特定感染症検査等事業補助  
‾ こおける無料の匿名に上ろ検査・相談体静の充実を重点  名による検査体制の充実（国  談事業   金   
的かつ計画的に進めていくことが重要である。  庫補助事業）  ・HIV抗体検査及びエイス  

2具体的には、都道府県等は、個人情報の保護に配慮し  OHIV検査普及週間の実施   に関する相談事業   
○利便性の高い場所と時間帯       つつ、地 の 情に応じて、利伸件の品い場所と時間 こ  
己慮した槍香や訊う粛袷香を支族すろととヰ、に、梅香 O「世界エイズデー」啓発普  ・相談  に配慮した検査、迅速検査の   
多けられろ場所と時間帯讐の周知を行うなど、利用の機  導入と周知   及事業   

会の拡大に努めることが重要である。  
また、国は、都道府県等の取組を支援するため、捻査二  ○検査・相談に係る指針等の  ○ボランティア指導者育成事   
烹の宝鮪方法に係る指針や手引き等（以下「指針等】  業   

い－（）を作するとともに、各種イベント等集客が多  
込まれる機会を利用すろこと等に上り、抽香 ・相談の   

lこ係ろ情報の吉、、ことが重要である。  知  

3また、検査受診者のうち希望する者に対しては、検査  
の前に相談の機会を設け、必要かつ十分な情報に基づく意   ○検査時における事前相談の   
思決定の上で検査が行われることが必要である。  実施  

さらに、検査の結果、陽性であった者には、適切な相談  
及び医療機関への紹介による早期治療・発症予防の機会を   ○陽性の者に対する早期治   
提供することが極めて重要である。一方、陰性であった者  
についても、行動変容を促す機会として積極的に対応する  
ことが望ましい。   ○陰性の者に対する行動変容  

を促す対応   
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エイズ予防指針   指針に基づく施策   
評 価 の 対 象  

国   地方自治体   NGO等   
五個別施策層に対する施策の実施  

国及び都道府県等は、引き続き、個別族策層（特に、膏   ○個別施策層対策（青少年、  OMSMに対するコミュニ  ○エイズ対策促進事業  
少年及び同一性番  に対して、人権や社会的背景に最大限  MSM）   ティセンター事業  ・エイズ対策推進のためのマ   
配慮したきめ細かく効果的な施策を追加的に実施すること  ンパワー 養成事業   
が重要である。  ○青少年エイズ対策事業  ・エイズ治療拠点病院カウン   

特に、都道府県等は、患者等や個別施策層に属する者に  セラー設置事業   
対しては、対象者の実情に応じて、検査・相談の利用の機  ○派遣カウンセラー制度  
会に関する情報提供に努めるなど検査を受けやすくするた 
めの特段の配慮が重要である。また、一、、的背景や社会的  ONGO支援による相談事業  

慮した相談が必要であり、専門の研修を  
ヰⅠた者によるヰののみならず、ピア・カウンセリング  
r患者等や個別策届の当事者によろ相互相談をいうnl三  

活することが有交である。  

六保健医療相談体制の充実  
国及び都道府県等は、HIV感染の予防や医療の提供に  ○保健医療相談サービスとの  ○エイズ対策推進のためのマ  ○エイズ対策促進事業  

関する相談窓口を維持するとともに、哀痛に関する相  ンパワー養成事業  
療相談サービスと  

・地域組織等活動促進事業   
空手娠時の相談といった様々な保健院  
些＿連挽を強化する必要がある。特に、個別の施策が必要で   ○相談員養成研修事業（委託  
ある地域においては、相談窓口を増設することが必要であ  費）   

る。また、相談の質的な向上等を図るため、必要に応じ  
て、その地域の患者等やNGO等との連携を検討すべきで  
ある。  
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・HIV診療所の設置  ・エイズ治療拠点病院治療促   
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エイズ予防指針   指針に基づく施策   
評 価 の 対 象  

国   地方自治体   NGO等   
3十分な説明と同意に基づく医療の推進  
治療効果を高めるとともに、感染の拡大を抑制するため  ○研修（財団主催、ブロック  ○エイズ予防情報ネット  

には、 ／尊者は患者等に射し、＋分な説明を行い、理  拠点主催、ACC主催）の実施  
う努めることが不可欠である。具体的には、医  情報等の提供  

○合併症や肝炎等の併発症に   
OHIV診療支援ネットワー  む十分な説明を行い、患者等の理解が得られるよう継続的  関する治療研究及び成果の公   
に努めることが重要である。説明の際には、患者等の理解  クシステム（A－net）  
を助けるため、分かりやすい説明資料を用意すること等が  
望ましい。また、患者等が主治医以外の医師の意見を聞  ○厚生労働科学研究事業   
き、自らの意思決定に役立てることも評価される。   ○医療機関や医療従事者の相  
4主要な合併症及び併発症への対応の強化  互交流、連携   

HIV治療そのものの進展に伴い、結核、悪性腫瘍等の  

ろことから、回は、引き続 
を有すろ患者への治療ヰ1雷要で  

きこれらの治療に関する研射  
っていくこがである。  

5情報ネットワークの整備  
患者等や医療関係者が、治療方法や主要な合併症及び併  

発症の早期発見方法等の情報を容易に入手できるように、  
インターネットやファクシミリにより医、情報を提供で  

することが重要である。また、診療機関の医  
療水準を向上させるために、個人情報の保護に万全を期し  
た上でHIV診療支援ネットワークシステム（A－ne  
⊥．L等の情報網の普及や患者等本人の同意を前提として行  
われる診療の相互支援の促進を図ることが重要である。さ  
らに、医療機関や医療従事者が 相互にホこすることは、医  
療機関、診療科、職種等を超えた連携を図り、ひいては、  
患者等の医療上の必要性を的確に把握すること等につなが  
り有効であるため、これらの活動を推進することが望まし  
い。  

6在宅療養支援体制の整備  
患者等の療養期間が長期化したことや患者等の主体的な  ○患者等の在宅サービスの向  

療養環境の選択を尊重するため、在宅の患者等を積極的に  
支える体制を整備していくことが重要である。このため、  
国及び地方公共団体は、具体的な症例に照らしつつ、思量  
等の在宅サービスの口上に配慮していくよう努めることが  

重要である。   ○治療薬剤の使用に関する海   
7治療薬剤の円滑な供給確保  外との格差の是正   
国は、患者等が安心して医療を受けることができるよ  

の円滑な供給を確保することが重要である。  

そのため、国内において薬事法（昭和三十五年法律第百四  
十五号）で承認されているがHIV感染又はその随伴症状  
に対する効能又は効果が認められていない薬剤の中で効果  
が期待される薬剤の医療上必要な適応拡大を行うととも  
に、で承認された治療塞剤 がいち早く国内においてヰー  

の措置を講じ、海外と 用できるようこする等 の格差を  

正していくことが吉事である。  
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エイズ予防指針   指針に基づく施策   
評 価 の 対 象  

国   地方自治体   NGO等   
二人材の育成及び活用  

良質かつ適切な医療の提供のためには、HIVに関する  ○地方ブロック拠点病院によ  
教育及び研修を受けた人材が、効率的に活用されることが  
重要であるとともに、人材の育動こよる治療水準の向上も  
重要であり、国及び都道府県は、引き続き、医療従事者に  
対する研修を実施するとともに、中核拠点病隙のエイズ治  
療の皆の口上図るため、地方 ブロック櫛L点病院等による  
出張研修等により支揺することが喜要である。   

三個別施策層に対する施策の実施  
個別施策層に対して良質かつ適切な医療を提供するため  

には、その特性を踏まえた対応が必要であり、医療関係者 への研修、対応書の作成等の機会に個別的な対応を考  
えていくこと等が重要である。  

例えば、個別施策層が良質かつ適切な医療を受けられる   
ことは、感染の拡大の抑制にも重要である。このため、都  査やHIV治療に関する相談   
道府県は、地域の実情に応じて、各種拠点病院等において  （情報提供を含む。）の機会   
輪番やHIV治療に関する相談（情報提供を合わ（）の機  
全の増加を図るべきであり、特に外国人に対する医 療への  

、 ′、こあたっては通訳等の確保による多言語での対応の茶   
虎が」、、である。   に対する医療への対応   

四日常生活を支援するための保健医療サービスと福祉   
サービスの連携強化   ○保健医療サービスと障害者  ○エイズ患者等に対する社会  

患者等の療養期間の長期化に伴い、障害を持ちながら生  施策等の福祉サービスとの連  的支援事業  
活する者が多くなったことにかんがみ、保健医療サービス   

害者鮪策讐の福祉サービス♪のi車携を強化することが   ○ボランティア指導者育成事  
重要である。具体的には、専門知識に基づく医療社会福祉  業   
相談（医療ソーシャルワーク）等のほか、ピア・カウンセ  
リングを積極的に活用することが重要である。また、患者  
及びその家族等の日常生活を支援するという観点から、そ  
の地域のNGO等との連携体制、社会資源の活用等につい  
ての情報を周知する必要がある。  
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○エイズ対策研究   

ヱ丘姓宜を行っていくべきである。特に、各種治療指針等  
の作成等のための研究は、国において優先的に考慮される  
べきであり、当該研究を行う際には、感染症の医学的側面  
や自然科学的側面のみならず、社会的側面や政策的側面に  
も配慮することが望ましい。  

方面の若手研究者の参入を促すことが重要である。   

○エイズ国際会議研究者等派   
ⅠⅤ対策にいかしていくことが重要である。  

○エイズ国際協力推進検討事  
業  
・アジア行政官会議   

二国際的な感染拡大の抑制への貢献  
国は、国連合同エイズ計画（UNAIDS）への支援、  ○拠出金（WHO・UNAI  

我が国独自の二国間保健医療協力分野における取組の強化  
等の国際貢献を推進すべきである。   

○グローバルファンド   
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○外務省との連携   

保護する措置が必要である。さらに、報道機関には、患者  
等の人権擁護や個人情報保護の観点に立った報道姿勢が期  

二偏見や差別の撤廃への努力  
患者等の就学や就労を始めとする社会参加を促進するこ  ○普及啓発  ○青少年エイズ対策事業  

とは、患者等の個人の人権の尊重及び福利の向上だけでな  ・啓発普及活動事業  
○関係省庁連絡会議（文部科   ○コミュニティセンター事業  

理解を深めることになる。また、個人や社会全体におい  学省、法務省、外務省、厚生   ○特定感染症検査等事業  
て、知識や理解が深まることは、個人個人の行動に変化を  労働省（労働系））  ○関係省庁間連絡会議   ・HIV抗体検査及びエイズ   
もたらし、感染の予防及びまん延の防止に寄与することに  に関する相談事業   
もつながる。このため、厚生労働省は、文部科学省、法務  
省等の関連省庁や地方公共団体とともに、「人権教育及び  
人権啓発の推進に関する法律」（平成十二年法律第百四十  
七号）第七条に基づく人権教育・啓発に関する基本計画を  
踏まえた人権教育・啓発事業と連携し、患者等や個別施策  
層に対する偏見や差別の撤廃のための正しい知識の普及啓  
発を行うとともに、偏見や差別の撤廃に向けての具体的資  
料を作成することが重要である。特に、学校や職場におけ  
る偏見や差別の発生を未然に防止するた捌こは、学校や企  
業に対して、事例研究や相談窓口等に関する情報を提供す  
ることが必要である。  
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評 価 の 対 象  
エイズ予防指針   指針に基づく施策  

国   地方自治体   NGO等   

三個人を尊重した十分な説明と同意に基づく保健医療   
サービスの提供   ○説明と同意に基づく保健医  ○血友病患者等治療研究事業  

HIV感染の特性にかんがみ、検査、診療、相談、調査  ・エイズに関する相談事業   
等の保健医療サービスのすべてにおいて、利用者及び患者  ○派遣カウンセラー制度   
等に説明と同意に基づく保健医療サービスが提供されるこ  
とが重要であり、そのためにも、 

る。   
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・啓発普及活動事業   
・地域組織等活動促進事業   

ことが貴賓である。 3国及び地方公共団体は、感染の危険性にさらされてい  
る者のみならず、我が国に在住するすべての人々に対し  
て、感染に関する正しい知識を普及できるように、学校教  
育及び社会教育との連携を強化して、者に応じた効果  
的な教育資材を開発する讐に上り、具体的 な普及啓発活動  

亙五ユニとが重要である。また、患者等やNGO等が芙臓  

り
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エイズ予防指針   指針に基づく施策   
評 価 の 対 象  

国   地方自治体   NGO等   
三医療従事者等に対する教育  

研修会等により、広く医療従事者等に対して、最新の医  
学や医療の教育のみならず、患者等の心理や社会的状況を  
理解するための教育、患者等の個人情報の保護を含む情報  
管理に関する教育等を行っていくことが重要である。   

四関係機関との連携の強化  
厚生労働省は、具体的な普及啓発事業を展開していく上  ○文部科学省及び法務省との  

で、文部科学省及び法務省と連携して、教育及び啓発体制  
を確立することが重要である。また、報道機関等を通じた  
積極的な広報活動を、任するとともに、保健所等の窓口に   
外国語で説明した冊子を備えておく等の取組を行い、放猛  
者や外国人への情報提供を充実させることが重要である。   

○旅行者や外国人への情報提  
供   

夢ノ＼ 
一施策の評価  

厚生労働省は、関係省庁聞達絡会議の場等を活用し、関  ○関係省庁間連絡会議  
係省庁及び地方公共団体が講じている施策の実施状況等に  
ついて定期的に報告、調整等を行うこと等により、総合的   
なエイズ対策を実施するべく、関係省庁の連携をより一層  
進める必要がある。   ○重点都道府県等エイズ対策  

○国や都道府県等が実施する  また、都道府県等は、感染症予防計画等の策定又は見直   担当課長連絡協議会   
しを行う際には、重点的かつ計画的に進めるべき①正しい  施策の実施状況に関するモニ   
知識の普及啓発、②保健所等における検査・相談体制の充  
実及び③医療提供体制の確保等に関し、の安倍に応ヾ  
て旅策の目標讐を 定し、実施状ブ兄等を ことが   

豊である。施策の目標等の設定に当たっては、基本的に  準より高いなどの地域に対す   
は、定量的な指標に基づくことが望まれるところである  
が、地域の実情及び施策の性質等に応じて、定性的な目標  
を設定することも考えられる。   ○患者等、医療関係者、NG   

なお、国は、同や都道府県繋が莫鯖すろ鮪策の実施、、二  0等の関係者との定期的な意   
讐をモニタリングし、進捗状況を定期的に情報提供し、必  
要な検討を行うとともに、感染者・患者のが全回7k準上  
り高いなどの鮪域に対しては、所要の技術的助舌丘を行う  
ことが求められる。また、患者讐、医療関係者、NGO讐  
の系と定期的に 意胃．を交換すべきである。   

二NGO等との連携  
個別施策層を対象とする各種施策を実施する際には、N  

GO等と連携することが効果的である。また、NGO等の  
情報を、地方公共団体に提供できる体制を整備することが   
望まれる。   体への提供   
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